
富山市食品衛生法等に基づく行政処分事務取扱要領 

１ 目的 

  この要領は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号。以下「法」という。）及び

富山県ふぐの取扱いに関する条例（平成２２年６月２３日富山県条例第１８号。以下

「ふぐ条例」という。）の規定に基づく営業許可の取消し、又は営業等の禁止若しく

は停止、その他必要な行政処分（以下「処分」という。）について必要な事項を定め

ることを目的とする。 

２ 処分の基本原則 

 （１）処分は食品等に係る食品衛生上の安全確保のために行う措置であり、時機を逸

することのないよう、迅速かつ適切な方法をもってあたるものとする。 

 （２）処分は社会的不安を除去し、食品衛生上の安全確保のために行うものであり、

必要以上の処分を行う等の処罰的な考え方がなされてはならない。 

 （３）処分は行政手続法（平成５年法律第８８号）第２条第４号に規定する不利益処

分に該当するものであり、その執行にあたっては、同法に基づき適正に行うもの

とする。 

３ 違反事実の確認 

  違反（疑いがあるものを含む。）を探知したときは、食品衛生監視員は直ちに営業

者又は関係者から必要な報告を求めるとともに、当該施設に立ち入り、食品等、施設、

記録簿その他の物件の調査により、違反事実を確認するものとする。 

４ 処分の基準 

 （１）保健所長は、別表「行政処分の取扱基準」により処分を行うものとする。 

 （２）当該基準は標準的内容を示したものであり、運用にあたっては営業者等の違反

の程度及び再発防止に要する期間を考慮し、当該基準を加減して処分を行うこと

ができる。 

５ 聴聞又は弁明の機会の付与 

  処分については、行政手続法及び富山市行政手続条例に基づき聴聞又は弁明の機会

を付与する。 

  なお、食中毒等の公益上緊急に行政処分をする必要があるため、聴聞等の意見陳述

のための手続きを執ることができない場合は、これを省略することができる。 



６ 処分の執行 

  処分は別記様式第１号から第６号、第１０号及び第１１号の指令書により行うもの

とする。 

  食品衛生監視員が富山市食品衛生法施行細則（平成１７年４月１日富山市規則

第１３３号）第８条の規定により処分を行う場合の様式は、様式第１号、第２号及び

第４号に準ずる。 

７ 処分の公表 

  食品衛生上の危害の発生を防止するため、法に基づき書面により行政処分を行った

場合は、法第６９条に基づき公表するものとする。 

  また、条例に基づく処分についても法第６９条に準じて公表するものとする。 

８ 処分の履行確認 

  処分を行ったときは、保健所長はその履行状況について確認するものとする。 

９ 禁止処分の解除 

当該食品等に係る食品衛生上の安全確保が確認された場合は、当該処分を書面によ

り解除するものとする（別記様式第７号） 

10 告発 

  保健所長は、当該営業者等に法第８１条から第８３条、第８５条第１号から３号、

第８７条及び第８８条並びにふぐ条例第３０条に規定する罰則を適用する必要があ

ると認めるときは、別記様式第８号【復命書（様式第９号）】により証拠書類等を添

えて、捜査機関に告発するものとする。 

11 その他 

  この要領に定めのない事項については、保健所長が別途定めるものとする。  

附 則 

この要領は、平成２８年２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年３月１４日から施行する。



別表 

行政処分の取扱基準（法第５９条関係） 

行政処分条項 違反条項 違反内容又は条文内容 違反状況及び処分内容 
第５９条 第６条 不衛生食品等の販売等の禁止 次のいずれかに該当する場合

は、「食品等の廃棄その他食
品衛生上の危機を除去するた
めに必要な処置（廃棄命令、
回収命令及び移動の停止命令
等）」を行うものとする。 
１ 人体への危害発生又は危
害発生のおそれが認められる
とき 
２ 人体への危害発生又は危
害発生のおそれが認められな
い場合であって、行政指導に
よる改善が困難なとき 

第９条第１項 食品又は添加物の包括的輸入の禁止 
第１０条 病肉等の販売等の制限 
第１１条 重要工程管理のための措置が講じられた

食品又は添加物以外のものの輸入の禁止
第１２条 添加物等の販売等の制限 
第１３条第２項
又は第３項 

食品又は添加物の基準、規格に合わない
ものの販売等の禁止 

第１６条 有毒器具等の販売等の禁止 
第１７条第１項 器具等の包括的輸入の禁止 
第１８条第２項
又は第３項 

器具又は容器包装の規格、基準に合わない
ものの製造販売等の禁止 

第２０条 虚偽誇大広告等の禁止 

行政処分の取扱基準（法第６０条関係） 

行政処分条項 違反条項 違反内容又は条文内容 違反状況及び処分内容 
第６０条 第６条 不衛生食品等の販売等の禁止 次のいずれかに該当する場合

は、「必要な措置又は営業停
止３日又は営業の全部若し
くは一部の禁止」を行うもの
とする。 
１ 人体への危害発生又は危
害発生のおそれが認められる
とき 
２ 同種の違反を繰り返した
とき 
３ 人体への危害発生又は危
害発生のおそれが認められな
い場合であって、行政指導に
よる改善が困難なとき 

第７条第１項
から第３項 

新開発食品等の販売禁止 

第８条第１項 指定成分等を含む食品による人体への
危害発生又は危害発生のおそれがある
際の届出義務 

第９条第１項 食品又は添加物の包括的輸入の禁止 
第１０条 病肉等の販売等の制限 
第１１条 重要工程管理のための措置が講じられた

食品又は添加物以外のものの輸入の
禁止 

第１２条 添加物等の販売等の制限 
第１３条第２項
又は第３項 

食品又は添加物の基準、規格に合わない
ものの販売等の禁止 

第１６条 有毒器具等の販売等の禁止 



第１７条第１項 器具等の包括的輸入の禁止 営業停止３日については、過
去の事例から⑴原因の究明及
び除去、⑵施設の改善、⑶そ
の他衛生上の必要な措置に要
する期間とした。 
但し、⑴～⑶の措置が必要な
い場合は、日数を減らすこと
ができるものとする。 
営業の禁止は、食品衛生上の
危害を除去するまでの期間を
予測することが出来ない場
合、又は営業許可を取り消す
までに至らないが違反行為が
重大な場合に営業の全部又は
一部について行うものとする。

違反行為が悪質で営業を継続
させることが食品衛生上危険
である場合は、「営業許可の
取消し」を行うものとする。

第１８条第２項
又は第３項 

器具又は容器包装の規格、基準に合わ
ないものの製造販売等の禁止 

第１９条第２項 表示違反品の販売等の禁止 
第２０条 虚偽表示等の禁止 
第２５条第１項 食品、添加物、器具又は容器包装の検査
第２６条第４項 検査結果の通知を受ける以前の販売等

の禁止 
第４８条第１項 食品衛生責任者の設置義務 
第５０条第３項 有毒物質の混入防止等の措置基準の

遵守義務 
第５１条第２項 営業施設の衛生管理等の遵守義務 
第５２条第２項 器具又は容器包装の製造施設の衛生

管理等の遵守義務 
第５３条第１項 規格に適合した原材料が使用された器具

又は容器包装を販売する際の説明義務 
第５５条第２項
第１号又は 
第３号 

営業許可申請者が法又は法に基づく
処分に違反し、刑に処されたとき 

第５５条第３項 営業許可条件に違反したとき 
注１）クドアについては、当該ヒラメを廃棄等することにより食中毒の拡大・再発防止が可能であるため、

他に改善すべき内容がない場合には、営業停止期間は不要とする。 

注２）アニサキスについては、調理従事者が食中毒の防止についての知識を有し、かつアニサキスの除去

等の防止対策が取られている場合、営業停止期間を設けないことができるものとする。 

行政処分の取扱基準（法第６１条関係） 

行政処分条項 違反内容又は条文内容 違反状況及び処分内容 
第６１条 営業施設基準に適合

しないとき 
次のいずれかに該当する場合
は、「改善命令又は営業停止３
日若しくは営業の全部又は一部
の禁止」を行うものとする。 
１ 法第５４条の規定による基準
に違反し、行政指導による改善が
困難なとき 
２ 同種の違反を繰り返したとき

営業者が改善命令、営業停止
又は営業の全部若しくは一部
禁止に違反した場合は、「営
業許可の取消し」を行うもの
とする。 



行政処分の取扱基準（法第６８条関係） 

行政処分条項 違反内容又は条文内容 違反状況及び処分内容 
第６８条第１項 おもちゃについての準用 第５９条から第６１条の該当違反条項に準ずる
第６８条第３項 学校、病院その他の施設について

準用 
第５９条から第６１条の該当違反条項に準ずる

行政処分の取扱基準（ふぐ条例第２２条関係） 

行政処分条項 違反条項 違反内容又は条文内容 違反状況及び処分内容 
第２２条 
第１項 

 偽りその他不正の手段に
より認証を取得 

認証の取消し 

第２２条 
第２項 

第１７条第２号
又は第３号 

欠格事項に該当 

第１６条各号 認証の基準違反 次のいずれかに該当
する場合は、「営業
停止３日以内」を行
うものとする。 
１ ふぐ毒による人
体への危害発生又は
危害発生のおそれが
認められるとき 
２ 同種の違反を繰
り返したとき 
３ 人体への危害発
生又は危害発生のお
それが認められない
場合であって、行政
指導による改善が困
難なとき 

違反行為が悪質
で、営業を継続さ
せることが食品衛
生上危険な場合
は、「営業許可の
取消し」を行うも
のとする。 

第２１条 ふぐ処理営業者の遵守事項

注）営業停止３日については、食品衛生法に基づく処分と同等とし、⑴原因の究明及び除去、⑵施設の

改善、⑶その他衛生上の必要な措置に要する期間とした。 


